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○島原市景観法施行細則 

平成21年８月５日規則第19号 

島原市景観法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この細則は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）、景観法施行令（平成

16年政令第398号。以下「政令」という。）、景観法施行規則（平成16年国土交通省令第100号。

以下「省令」という。）及び島原市景観法に基づく届出行為に関する条例（平成21年島原市条例

第23号）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（行為の届出） 

第２条 景観計画区域（法第８条第２項第１号に規定する「景観計画区域」をいう。以下同じ。）

内における法第16条第１項に規定する行為の届出は、景観計画区域内における行為（行為変更）

の届出書（様式第１号）に、省令第１条第２項に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとす

る。 

２ 前項の届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに行うものとする。 

３ 省令で定める図書には、別表に掲げる事項を記載するものとする。 

（行為の変更届出） 

第３条 法第16条第２項に規定する前条の届出に係る事項の変更は、景観計画区域内における行為

（行為変更）の届出書に、別表に掲げる図書のうち変更に係る部分を明記した必要図書を添付し、

市長に提出するものとする。 

（行為の着手の制限） 

第４条 市長は、前２条の届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがな

いと認めるときは、当該届出書に行為の着手可能日を記入のうえ、返却するものとする。 

（勧告） 

第５条 市長は、第２条及び第３条の届出に係る当該行為に関し、景観計画に定められた制限に適

合しないと認めるときは、法第16条第３項の規定に基づき、景観計画区域内における行為の勧告

書（様式第２号）により、設計の変更その他必要な措置を講ずることを勧告するものとする。 

２ 前項の勧告を受けた者は、当該措置の内容について、第３条に規定する景観計画区域内におけ

る行為（行為変更）の届出書により、市長に届け出るものとする。 

（変更命令等） 

第６条 市長は、第２条及び第３条の届出のうち特定届出対象行為に関し、良好な景観の形成のた
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め必要があると認めるときは、法第17条第１項の規定に基づき、設計の変更その他必要な措置を

講ずることを、景観計画区域内における行為の変更命令書（様式第３号）により通知するものと

する。 

２ 前項の措置を命じられた者は、法第17条第７項の規定に基づき、当該措置の状況を実施状況報

告書（様式第４号）により市長に提出するものとする。 

（国の機関等の行為の通知等） 

第７条 法第16条第５項に規定する国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとする

ときの通知は、景観計画区域内における行為（行為変更）の通知書（様式第５号）に別表に掲げ

る必要図書を添付し、市長に提出するものとする。 

２ 添付図書及び記載事項は、第２条第３項の規定を準用する。 

３ 法第16条第６項に規定する協議は、景観計画区域内における行為の協議書（様式第６号）によ

り行うものとする。 

４ 前項の協議を求められた場合は、第１項に規定する景観計画区域内における行為（行為変更）

の通知書により、当該協議の内容について、市長に提出するものとする。 

（景観重要建造物の指定等） 

第８条 市長は、法第19条第１項の規定により景観重要建造物として指定したときは、法第21条第

１項の規定に基づき、景観重要建造物の指定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

２ 前項の通知には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 省令第８条第１項第６号に規定する景観重要建造物と一体となる土地その他の物件の範囲

を明示した縮尺1000分の１以上の図面 

(２) 現状管理基準 

３ 法第21条第２項に規定する景観重要建造物の指定を表示する標識は、素材を木製とし、次の各

号に掲げる事項を記載する。 

(１) 指定番号及び指定年月日 

(２) 景観重要建造物の名称 

(３) 指定の理由となった外観の特徴 

４ 前項の標識の設置場所は、当該建造物の所有者と協議を行ったうえで決定する。 

（現状変更の規制） 

第９条 法第22条第１項に規定する景観重要建造物における現状変更行為の許可の申請は、景観重

要建造物の現状変更許可申請書（様式第８号）に、省令第９条第２項に掲げる図書を添付し、市
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長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障がないと認め

るときは、景観重要建造物の現状変更許可書（様式第９号）により通知するものとする。 

（景観重要建造物の指定の解除） 

第10条 市長は、法第27条第３項に規定する景観重要建造物の指定を解除したときは、景観重要建

造物の指定解除通知書（様式第10号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第８条第３項に規定する標識を取り外すものと

する。 

（景観重要樹木の指定等） 

第11条 市長は、法第28条第１項の規定により景観重要樹木として指定したときは、法第30条第１

項の規定に基づき、景観重要樹木の指定通知書（様式第11号）により通知するものとする。 

２ 前項に規定する通知には、現状管理基準を添付するものとする。 

３ 法第30条第２項に規定する景観重要樹木の指定を表示する標識は、素材を木製とし、次の各号

に掲げる事項を記載する。 

(１) 指定番号及び指定年月日 

(２) 景観重要樹木の樹種 

(３) 指定の理由となった樹容の特徴 

４ 前項の標識の設置場所は、当該樹木の所有者と協議を行ったうえで決定する。 

（現状変更の規制） 

第12条 法第31条第１項に規定する景観重要樹木における現状変更行為の許可の申請は、景観重要

樹木の現状変更許可申請書（様式第12号）に、省令第14条第２項に掲げる図書を添付し、市長に

提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要樹木の良好な景観に支障がないと認めるときは、

景観重要樹木の現状変更許可書（様式第13号）により通知するものとする。 

（景観重要樹木の指定の解除） 

第13条 市長は、法第35条第３項に規定する景観重要樹木の指定を解除したときは、景観重要樹木

の指定解除通知書（様式第14号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第11条第３項に規定する標識を取り外すものと

する。 

（所有者の変更届出） 
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第14条 法第43条に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更届出は、景観重要建

造物・景観重要樹木の所有者変更届出書（様式第15号）により行うものとする。 

附 則 

この規則は、平成21年９月１日から施行する。 


